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Ⅰ 農業復権に向けた基本的考え方 
（１）取り組みの経過 

○ 政府は、ＴＰＰ問題を契機として、「食と農林漁業の再生推進本部」を設

置し、6月を目途に農業対策の基本方針、１０月を目途に抜本的な国内対策
などを策定するとしており、この諮問機関として、有識者による「食と農林

漁業の再生実現会議」を開催している。 
 
○ ＴＰＰ問題は、「国のかたち」にかかわる国民全体の問題であるにもかか

わらず、意図的に農業界と産業界の対立が煽られている構図にあり、加えて、

信用事業と共済事業の分離や米事業問題など、言われなきＪＡ批判が行われ

ている状況にある。 
 また、わずかな大規模生産者や一部の輸出等を取り上げ、「産業としての農

業」や「攻めの農業の展開」など、わが国の実態を無視した非現実的な方向

を打ち出し、あたかもＴＰＰと農業が両立できると喧伝している状況にある。 
 
○ このような動きのもとで、ＪＡグループは、ＴＰＰ断固阻止に向け、「参

加反対」の運動とあわせて、わが国の実態をふまえた農業と地域経済・社会

の具体的な将来像を描いたうえで、これを実現するため、ＪＡグループ自ら

の取り組みと必要な政策をとりまとめた。 
 
（２）わが国の農業と地域経済・社会の将来像の考え方 

○ わが国農業の最大の課題は、農業所得の増大と食料自給率目標５０％の実

現である。また、国民全体の課題は、急激な高齢化社会への対応である。こ

のような課題と環境変化に対応するため、「農業の復権」と「地域の再生」

を掲げた第２５回ＪＡ全国大会決議をふまえて、わが国の食料安全保障と多

面的機能の発揮を将来にわたり確保し、多様な担い手が誇りと希望を持って

取り組めるわが国の「強い農業」のあり方を描く必要がある。 

 

○ あわせて、農業のあり方のみではなく、高齢化社会のもとでも、豊かで住

みやすい地域経済・社会など、地域政策とあわせた将来像を描く必要がある。 
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○ また、新たな食料・農業・農村基本計画の実現目標は１０年後であるが、

基本計画の実現目標をスピードアップさせ、より現実的な姿を描くため、５

年後を目標とした姿を描く必要がある。 

 

（３）わが国がめざす「強い農業」のあり方 

○ わが国は、国土面積が狭く中山間地域が多いことから、米国など大陸型農

業のように数百・数千 ha 規模の大規模経営は不可能である。わが国が目指

すべき「強い農業」づくりとは、規模拡大や価格競争力のみを追求すること

ではなく、各地域の集落や農地の実態に応じて、資源を最大限に活用する形

態の農業を持続的に発展させていくことである。そして安心・安全な国産農

産物に対する消費者・国民の信頼関係のうえに、農業・農村の価値観を共有

することこそ、わが国がめざすべき「強い農業」づくりである。 

  

○ また、世界的な食料危機が懸念されるなかで、食料自給率４０％のわが国

として、海外市場への輸出に活路を見出そうとするまえに、可能な限り国内

で生産し、国民へ安定供給することを最優先すべきである。 

 

（４）集落ごとの「担い手経営体」を中心とした農業・農村の将来像のあり方 

○ とりわけ、水田農業の将来像は、わが国の実態をふまえ、「農業で食べて

いける担い手」をつくる必要があり、零細・分散錯圃の現状から、農地の面

的集積を行いつつ、今後の急激な高齢化の進展による離農農地の受け皿とな

る具体的な担い手の姿を地域で描く必要がある。 
 
○ 具体的には、１人あたりの作業従事時間、農業機械一式の耕作可能面積、

水利、集落における面積規模からすれば、現実的に１「担い手経営体」の規

模は、わが国の平均的な集落単位である２０～３０ha規模を基本に、地域
の実態をふまえ、平場と中山間地域など農業地域類型別に将来像を描く必要

がある。 
 
○ その際、「食べていける担い手」に加え、ベテラン農家、兼業農家や定年

帰農の農家などは、水利施設、農道維持、畔管理など「食べていける担い手」

を支える集落営農に参加し、集落全体の維持やコミュニティを維持する農村

の多様な担い手として明確に位置づける。 
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（５）ＪＡは地域経済・社会のライフライン 

○ わが国の地域経済・社会は、高齢化の進展、耕作放棄地の増加、所得の減

少、過疎化などにより大きく疲弊している。とりわけ、農村部は、学校・医

療機関の閉鎖、バス等公共交通機関の廃止や小売店の撤退など、生活に必要

な“ライフライン”の維持・確保が困難になっており、くらしに対する不安

が増大している。 
 
○ このような実態のなかで、豊かで住みやすい地域経済・社会を実現するた

め、地域のインフラとしての機能を持つ農業協同組合が大いに役割を発揮し、

行政をはじめとして地域の関係者が一体となって、多様な担い手が農業を支

え、多様な住民が地域を協同で支える。 
 
○ とりわけ、国民全体の課題である急激な高齢化社会への対応については、

農と連携した健康・福祉・医療活動、移動購買車等による交通難民対策など、

ＪＡが地域のライフラインとしての役割を発揮する。 
 

（６）農地集積対策の取り組み強化と農地の最大限活用の実現 

○ 将来像を実現するため、ＪＡは、全ての集落に担当者を設置し、集落営農

の将来像の策定・実践を支援する。そのうえで、全てのＪＡが農地利用集積

円滑化事業に取り組むことを基本とし、関係機関と連携しながら、分散した

農地や高齢化等によって発生する貸付・委託農地を担い手に集積する取り組

みを行う。 

 

○ 農地の最大限活用に向けて、集落・地域での、可能な限り担い手に集積す

る取り組みを行い、そのうえで、担い手に集積することが困難な農地につい

ては、ＪＡ本体またはＪＡ出資型法人が耕作・管理を行うなど、耕作放棄地

発生“ゼロ”を実現する。 
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（７）１集落１「担い手経営体」のニーズに応える経済事業改革 

○ ２０～３０ｈａの１集落１「担い手経営体」が実現すれば、担い手経営体

自らが生産・販売等を判断することになることから、ＪＡの購買・販売の事

業方式を担い手ニーズに応える事業展開に改める必要がある。このため、地

場消費へのファーマーズマーケット展開から、大消費地の実需者・消費者ま

で、川下からの販売戦略策定のもと、担い手経営体が行う多様な販売を支援

するとともに、流通コストの徹底した削減に取り組む。 

 

○ また、生産から加工・販売までの高度・専門技術や経営情報の提供体制や、

広域的・効率的な集出荷施設、低コスト生産資材の供給体制を再構築していく。 

 

（８）ＪＡグループの取り組みを支える政策の確立 

○ 農業と地域経済・社会の将来像を実現するためには、将来像の実現に向け

て農地を一元的に管理する体制・仕組みの構築や、集落営農・農業生産法人

の設立・運営支援、抜本的な新規就農確保対策、新たな直接支払制度とこれ

を下支えとする品目対策、地域社会の維持・活性化対策など、ＪＡグループ

の取り組みを支える政策の確立が必要である。 

 

○ 将来像を５年間で実現するためには、所得増大目標などを設定するととも

に、５年間の政策と予算を明らかにした工程表を策定し、政策ごとに必要な

法制度と予算を確保することが必要である。 

 

（９）将来像の実現には国境措置の維持が前提 

○ 将来像を実現し、わが国の食料安全保障と食料自給率目標５０％の実現、

多面的機能の発揮を将来にわたり確保するためには、国家貿易や適切な関税

水準の維持を前提とすることが必要である。 

 

○ とりわけ、水田農業において、水田を最大限に活用して自給率を上げるた

めには、米粉等による穀物需要の担保措置として、麦の国家貿易が必要であ

るように、わが国の土地利用型農業においては、米、小麦、乳製品、砂糖な

どの作物および関連産業を守るために国家貿易・供給管理等の国境措置が不

可欠である。
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Ⅱ 農業と地域経済・社会の将来像 
１．水田農業の将来像 
 

 

 

 

 

 

 

 

（１）１集落１「担い手経営体」を基本とした日本型の土地利用型農業の確立 

○ ７５歳以上の基幹的農業従事者が、１０年前と比較して約２倍の５９万人と

なるなど急速に高齢化が進展しており、今後も更なる高齢化と離農農地の発生

が予想されている。 
 
○ わが国水田農業は、零細・分散錯圃に基づく小規模兼業農家中心の生産構造

であるなかで、高齢化にともなう離農農地も含め、農地を可能な限り集約し、

大幅なコスト削減と将来にわたり「農業で食べていける担い手」を育成するこ

とが必要である。 

 

○ 国土が狭く中山間地域が多いわが国は、米国など大陸型農業のような数百・

数千 ha 規模の大規模経営は不可能である。農作業時間や農業機械の能力、水
利、集落規模等をふまえ、１経営体あたり 20～30ha の耕作面積が最も適正か
つ効率的な経営規模と考えられる。 

 

○ したがって、わが国水田農業の将来像は、１集落を１営農単位として、「農業

で食べていける担い手」を中心とした「担い手経営体（専業農家中心、法人経

営、集落営農）」のもとで、まとまりのある作付拡大と複合経営で効率的な営農

持続するわが国の集落の実態をふまえた日本型の土地利用型農業である。 

 

○ 「農業で食べていける担い手」は、地域農業をリードし、農業で食べていけ

る所得水準を確保するとともに、今後想定される農地の受け皿としての機能を

有するなど、次世代にわたり地域の農業を持続的発展させる役割を担う。 

○ わが国水田農業の将来像は、地域の基礎単位である集落（概ね 20～30ha

規模）ごとに１つの「農業で食べていける担い手」を中心とした「担い手

経営体」をつくり、集落でまとまりのある作付拡大と複合経営で効率的な

営農が持続する日本型の土地利用型農業。 

○ ベテラン農家、兼業農家や定年帰農の農家などは、「担い手経営体」を支

え、農村集落全体の営農やコミュニティを維持する役割を発揮する農村の

多様な担い手として位置付ける。 
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（２）ベテラン農家、兼業農家、定年帰農者など集落全体での役割発揮 

○ 一方で、担い手経営体のみでは、集落における農道・水路等の管理や農村コ

ミュニティの維持を図ることは困難である。 

 

○ こうしたことから、ベテラン農家、兼業農家や定年帰農の農家などは、水利

施設や農道などの地域資源の維持管理に参加し担い手経営体の営みを支える、

あるいは、「担い手経営体」に参加し、農村集落全体の営農やコミュニティを

維持する農村の多様な担い手として位置づけ、その役割を発揮することが必要

である。 

 

【めざすべき水田農業の将来像イメージ】 

大豆

麦 米

野菜

調整水田

米

わが国の集落単位である

２０～３０ｈａ程度に１経営体を基本に

「農業で食べていける担い手」をつくることが必要

集落の農地

地域の担い手

（農地・作業の受け皿）

米（主食用、加工用、

飼料用 等）

麦・大豆・飼料作物等

専業農家

兼業農家

ベテラン

農業者

法人・集落営農
野菜など

現状 目指すべき将来像

わ
が
国
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
姿

参

加

地域住民

生きがい

農園

施設型

農業

専業農家

自給的農家

定年帰農者

零細・分散錯圃
（1経営体あたり

平均経営耕地面積 2.2ｈａ）

水田農業において、

1人あたりの従事時間、農業機
械一式の耕作可能面積、水利、

集落規模（平均：約２７ｈａ）など

を考慮した場合、

１経営体あたり

20～30ｈａ程度が適正

 

≪現在の水田農業の担い手イメージ≫         ≪目指すべき水田農業の担い手イメージ≫ 

 

 

 

 

 
販売農家：約138万戸
うち主業農家：約25万戸
うち準主業農家：約37万戸
うち副業的農家：約76万戸
農業就業人口：約228万人
水田のある農業集落：約10万
集落営農数：約1.3万

担い手経営体数：10～20万（専業農家中心、集落営農、法人）

担い手経営体における主たる従事者：約30～40万人

担い手経営体に参加または支える農業者等：約170～200万人

資料：ＪＡ全中 
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（３）中山間地域の将来像 

 

 

 

 

 

① 中山間地域の役割 

○ わが国の国土条件は、国土の７０％以上が中山間地域である。中山間地域 

は、総人口の約１５％が居住する場として、耕地面積、農家戸数、農家人口

および農業粗生産額で全国の約４割を占めるなど農林業生産の場として,さ

らに国土・環境の保全等の面で重要かつ多様な役割を果たしている。 
  また、平場の水確保・管理のためには、中山間地域の維持と水管理が不可

欠である。 
 

② 中山間地域の水田農業の将来像 

○ 中山間地域の水田農業の将来像は、１集落（１０～２０ha）１「担い手経
営体」を基本とするが、平場と比較して、高齢化が進展しており、小規模・

分散錯圃の状態が多いことから、担い手の営農形態は、生産格差の是正や集

落における水管理等の共同作業のために直接支払い等の支援を前提に、集落

営農・複合経営が中心となった姿である。 
 
③ 中山間地域の将来像 

○ 中山間地域においては、農業所得の減少に加え、兼業機会の減少等により

世帯所得が減少していることから、農業・農村に存在する豊富な資源と他産

業の持つ革新的技術との融合等により、中山間地域の地域経済・社会を活性

化する新産業の創出や、地域の伝統文化や歴史的産業など知的財産による高

付加価値型の食品産業や農村リゾートなどの新規事業の開発、研究開発機関

の設置等に取り組むことが必要である。 
 

○ 中山間地域の水田農業の将来像は、１集落（１０～２０ha）１「担い

手経営体」を基本に、集落営農・複合経営による営農形態が中心となっ

た姿。 
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【中山間地域農業の将来像イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：ＪＡ全中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪現在の集落イメージ≫

大豆

麦 米

野菜

調整水田

米

≪中山間地域農業の将来像・営農形態イメージ≫

１集落（10～20ｈａ程度）で

法人・集落営農中心の「担い手経営体」による

複合経営を基本としたまとまりある取り組み

集落の農地

米（主食用、加工用、飼料用 等）

そば・地域振興作物等

兼業農家

野菜等

現状 目指すべき将来像

担
い
手
経
営
体
に
農
地
・作
業
・人
を
集
約

零細・分散錯圃

＜中山間の１集落あたり平

均の現状イメージ＞

耕地面積：22ha
うち水田：13ha

農家数：約20戸
うち水田関連農家：約10戸
うち主業農家：約1戸
水田関連就業者：約20人

「担い手経営体」

（農地・作業の受け皿）

主たる従事者

＜法人・集落営農＞

ベテラン農業者
定年帰農者 農家家族

畦畔・水路等の管理

共同の取り組み

施設型農業等

主たる収入源

地域活性化の

起爆剤

＜必要な政策＞

平場との生産格差是

正の直接支払

新規就農者確保対策
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２．地域経済・社会の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）“ライフライン”が維持・確保された地域経済・社会 

○ 農村部では人口減少や地方財政の弱体化等を背景に、学校・医療機関の閉

鎖、バスなど公共交通機関の廃止や小売店の撤退、さらには都市部も含めて

家族との“きずな”や地域との“つながり”の希薄化による無縁社会化な

ど、くらしの安心・安全に対する不安が増大している。 
 
○ このため、わが国地域経済・社会の将来像は、誰もが心豊かに安心して暮

らしていくために、農業・商業・工業など地域の産業振興に加え、地域住民

の生活に必須な物資の供給、教育・文化、保健・医療・福祉などの諸施設・

サービス（いわゆる“ライフライン”）が維持・確保された姿である。 
 
（２）地域住民の支援・参画を得た都市的地域の農業 

○ 都市的地域の農業の将来像は、農業との関係が希薄な住民も多いなか、都

市農地が、多様な価値が集合する“価値ある場”として認識・共感され、都

市農業の振興に地域住民の支援・参画が得られる姿である。 
 

○ わが国の地域経済・社会の将来像は、地域住民の生活に必須な、生活

物資の供給、教育・文化、保健・医療・福祉などの諸施設・サービス（い

わゆる“ライフライン”）が維持・確保されており、誰もが心豊かに安

心して暮らすことができる地域経済・社会の姿。 

○ 都市的地域の農業の将来像は、都市農地が“価値ある場”として認識・

共感され、地域住民の支援・参画が得られる姿。 
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【国内人口の推移（１９５０年～２０４９年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新設住宅着工建設の推移 

 

 

【代表的な地域インフラの担い手イメージ図】 

 
 資料：経済産業省「地域生活を支える流通のあり方研究会報告書」（平成 22 年５月） 

60,000 

70,000 

80,000 

90,000 

100,000 

110,000 

120,000 

130,000 

140,000 

1950 1965 1980 1995 2010 2025 2040

資料：国立社会保障・人口問題研究所 

生産年齢人口 

 

５０年～０７年のデータは政府

統計「国勢調査」ならびに「人口

推計」による 
 
１０年～４９年のデータは、国立

社会保障・人口問題研究所『日本

の都道府県別将来推計人口』によ

る 
（棒グラフは中産中死推計） 
（一点鎖線は多産少死推計） 
（点線は少産多死推計） 
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Ⅲ ＪＡグループの果たす役割と取り組み 
１．水田農業の担い手の確保・育成および農地集積に向けた取り組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）集落営農ビジョンづくり 

○ 土地利用型農業の将来像を実現するため、全国の集落において、自らの

集落の５年後を見通した集落営農ビジョン（以下、「ビジョン」という）を

新たに策定するとともに、専業農家中心・法人経営・集落営農など集落営

農の中心となる「担い手経営体」を明確化し、集落全体でビジョンの実現

に取り組む。 

ＪＡは、全ての集落にビジョンの策定・実現を支援する担当者を設置し、

管内全てのビジョンに基づきＪＡの地域農業戦略を再構築する。 

 

○ ビジョンの策定にあたっては、今後の高齢化の見通しなど集落ごとに今

後５年を見通した営農意向調査等を実施し、規模拡大・縮小、離農予定や

新規就農見込み、遊休化が見込まれる農地等を把握する。 

 

（２）新規就農者確保と担い手経営体育成の取り組み 

○ ＪＡは、新規就農者の募集・研修・就農・定着のステージごとに新規就

農支援対策を強化するとともに、経営継承など担い手経営体の確保・育成

に取り組む。とくに、研修期間の身分安定のため、ＪＡまたはＪＡ出資型

農業法人等で研修生（インターン生）として雇用するなどの支援を行う。 

○ ＪＡは、全ての集落に担当者を設置し、集落営農ビジョンの策定・実

現を支援。 

○ 全てのＪＡが農地利用集積円滑化事業に取り組むことを基本とし、関

係機関と連携しながらビジョンで明確化した担い手経営体に優先的に農

地を集積。 

○ 担い手経営体に集積等が難しい農地については、ＪＡ本体又はＪＡ出

資型農業法人が耕作・管理を行うなど、耕作放棄地発生“ゼロ”に向け

て取り組む。 

○ 新規就農者確保とともに、担い手経営体を支えるために、担い手経営

体に出向く体制の整備や経営管理支援など、担い手経営体への事業対応

を強化。 
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【岩手県花巻市笹間地区のビジョンづくりの取り組み】 

 

平成 22年 12 月に、集落営農組織や生産者部会の代表 55人が笹間地区営農再生対策会議を

設立。23年１月中にビジョン案をとりまとめ、2016 年度までの実践を目指す。 

地区内の水田 1,500ha を、現在は 560 戸（平均 2.7ha）が耕作するが、高齢化が進み、この

ままでは地域農業が成り立たなくなるという危機感。 

ビジョン案では、30haを単位に、個別経営と集落営農で 50経営体を確保し、農地を集約す

る。 

１経営体の専従者は２人程度で、低コスト化をはかる。余剰労働力でエダマメやアスパラなど

園芸品目や農産加工、直売所建設にも取組み、所得や雇用を増やす。 
資料：ＪＡ全中 

 

【ＪＡ上伊那の農業インターン事業の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＪＡ全中 

 

 

≪概要≫ 

インターン生は、研修終了後、菅内で農業することが確実と見込まれる者（10 年以上

の農業継続）で、１～３年の期間を先進農家等で研修する。研修期間中は、ＪＡと雇用契

約を締結し身分保証する。この 15年で 55名が本事業を活用した。 

≪研修中の待遇≫ 

ＪＡの支所営農課に所属。研修中・就農後も指導や助言を行いサポートする。 

研修手当を毎月 13万円の支給。（ＪＡと市町村が折半） 

≪成果≫ 

 これまでに本事業を活用したインターン生の約８割以上が営農中である。 
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（３）担い手経営体への農地集積と農地の最大限活用の取り組み 

○ 全てのＪＡが農地利用集積円滑化事業に取り組むことを基本とし、関係

機関と連携しながらビジョンに基づき担い手経営体に農地を集積する。と

くに、担い手経営体の規模拡大意向や経営確立に対応するため、農地の面

的集積に取り組む。 

 

○ 農地の出し手や農作業委託者等は、水管理・畦畔管理など、担い手経営体

の営農を支援する役割を有する担い手として位置付けるとともに、集落営農

への参加や直売所への出荷などの取組みを、ＪＡが支援する。 

 

○ 農地の最大限活用に向け、耕作者のいない農地については、担い手経営体

に集積するまでの間、ＪＡ本体またはＪＡ出資型農業法人が耕作・管理を行

うなど、耕作放棄地発生“ゼロ”に向け取り組む。 

  なお、耕作放棄地については、農業委員会など行政による支援、再生が見

込めない場合は地目変更をすすめることなどを前提に、解消に向け取り組む。 

 

（４）担い手経営体の経営確立支援 

○ ＪＡは、担い手経営体に出向く体制を確立し、営農支援、融資・共済提案、

出資など、担い手経営体への事業対応を強化する。 

 

○ ＪＡは、税務支援、農業経営分析・診断、経営改善指導などの経営管理支

援の取り組みを一層強化し、総合事業を活かして、担い手経営体の経営確立

を支援する。 
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【ＪＡあきた北央による耕作放棄地発生ゼロに向けた取り組み】 

 
資料：ＪＡ全中 

 
【ＪＡによる農業経営管理支援のイメージ】 

 

地
域
農
業
の
多
様
な
担
い
手

決算書作成 ・確定申告支援

経営分析

技術指導 ・経 営指導

○記 帳代行に よる決算書 作成
○ ＪＡ との 取引に係 るデー タ提供

○ 経営デー タの分析に基づ く経営
　診断書の提供

○ 経営実態 をふ まえ た個別指導
○ 部会 を通 じた組織 的指導

反 映

ＪＡの 総合力発揮に よる支援

○経済 （販売 ・購 買 ）メニ ュー の提案
○金融 メニ ューの提 案
○共済 メニ ューの提案 　　など

記帳 等対応

経営分析

指導対応

ＪＡ事業 を通 じ
た経営の安定
○パー トナ ー とし
　て ＪＡを 再認識
○ ＪＡとの信 頼関
　係の構 築

行
政
・
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
等
関
係
機
関

連
携

Ｊ 　Ａ

 
資料：ＪＡ全中 
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２．地域経済・社会の維持・活性化に向けた取組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ライフラインとしての役割発揮 
○ ＪＡは、心豊かに安心して暮らせる地域経済・社会の実現のため、「助け

あい」を軸とした配食や移動販売などの買い物弱者対策など高齢者生活支援

活動、介護・医療活動など、地域住民の“ライフライン”としての役割発揮

に取り組む。 

 
（２）ＪＡの役割発揮による地域コミュニティの活性化と農業への理解促進 

○ ライフラインを維持・確保するため、地域社会・住民から支持される地域

に根ざした協同組織であるＪＡが大いに役割を発揮し、地域の多様な住民と

結集して、行政やＮＰＯ法人など多様な組織との連携・ネットワークを構築

することで、集落内のみならず集落間の連携活動、さらには農村と都市の交

流など地域内や地域を超えた様々な取り組みを通じ、地域コミュニティの活

性化と農業への理解促進をはかる。 

 
（３）ＪＡグループの具体的取り組み 
① 「助けあい」を軸とした高齢者生活支援の取り組みや介護・医療活動 

・ 買い物困難者等に対する食材宅配サービスや移動販売（購買車）など、

生活物資の提供 
・ ＪＡ助けあい組織の活動など、健康寿命創造運動の展開 
・ 介護保険事業の展開ならびに高齢者生活支援事業の確立 
 

○ ＪＡグループは、心豊かに安心して暮らせる地域経済・社会の実現

のため、「助けあい」を軸とした配食・移動販売などの買い物弱者対策

など高齢者生活支援活動、介護・医療活動など、地域住民の“ライフ

ライン”としての役割発揮、多様な人・組織との連携・ネットワーク

化による地域コミュニティの活性化及び農業の理解促進に取り組む。 

○ 都市的地域については、地域住民に対して都市農業の持つ新鮮な農

産物の供給機能や防災・環境保全機能などの各種の多面的機能をＰＲ

し、都市農業振興に係る国民理解の促進対策に取り組む。 
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② 地域コミュニティの活性化と農業の理解促進に向けた取り組み 

・ 「子育てひろば」や「地域の茶の間」など、地域コミュニティの活性化

を図る「場」の設置・運営 
・ ＮＰＯ法人等への支援など、ＪＡ総合事業を通じた地域雇用の安定的確

保への貢献 
   ・ 農産物直売所やファーマーズ・マーケットを拠点とした女性・高齢者等

による直売・加工事業さらには農林水産業が連携した取り組みなど、地産

地消運動の展開 
・ 地域が一体となった「ＪＡ食農教育」の展開 
・ 都市と農村の交流など、地域や組織をこえたＪＡ交流事業の確立 

 
③ 都市農業振興および理解促進に向けた取り組み 

・ 体験農園・市民農園・貸農園や新たな担い手をも育成する農業塾などの推

進 
・ 地方公共団体やＪＡ、関係機関さらには地域住民等から構成される協議

体の設置 
 
【新たな協同の創造】 

 
資料：第２５回ＪＡ全国大会決議 
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３．担い手経営体のニーズに応えるＪＡ経済事業の改革 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）担い手経営体のニーズに応える事業展開への改革 

○ ２０～３０ｈａの１集落１「担い手経営体」が実現すれば、担い手経営

体自らが生産・販売等を判断することになることから、ＪＡグループは担

い手のニーズに応える事業展開に改革する。 

 

○ 地場消費へのファーマーズマーケットから大消費地の実需者・消費者、

インターネット販売まで、川下からの販売戦略策定のもと、多様な販売先

を開拓するとともに流通コストの徹底した削減に取り組む。 

 

○ 生産から加工・販売にかかる高度で専門的な技術や情報を生産者へ迅速

に伝達することにより、担い手経営体との密接な連携を構築する。 

 

○ 米事業については、多様な販売チャネルの確保とともに、委託販売や共

同計算・概算金などの方法にこだわらずに、担い手経営体の所得向上に向

けた事業展開を行う。 

 

（２）コーディネート機能の強化 

○ 生産から最終消費・実需への供給まで一貫した取り組みをすすめ、そのニ

ーズに基づく販売戦略を策定するとともに、ＪＡグループ間で連携したリレ

ー出荷や多種多様な品ぞろえによる総合販売、食品加工・流通関連企業との

連携強化、商品提案・共同開発などについて、農業経営者の総合相談窓口で

○ 自らが生産・販売等を判断する２０～３０ｈａの１集落１「担い手

経営体」の実現を前提に、担い手のニーズに応える事業に改革する。 

○ 地場消費へのファーマーズマーケットから大消費地の実需者・消費

者、インターネット販売まで、川下からの販売戦略策定のもと、多様

な販売チャネルの確保と生産・流通コストの徹底した削減に取り組む

とともに、高度で専門的な技術・情報を提供する。 

○ 地域経済・社会の維持・活性化に向けた地域のライフラインに係る

事業の展開に取り組む。 
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あるＴＡＣ（Team for Agricultural Coordination）の活動を定着・拡大させ
て取り組む。 
 

（３）６次産業化の取り組み 

○ 付加価値を高めるために、地元商工業者との連携による地域ブランドの確

立や、ＪＡ自らが加工事業を拡充するなどにより、６次産業化に取り組む。 

 
（４）多様な販売チャネルの確保・強化 

○ 消費者への直接販売や業務用・外食用などの幅広い販売先の開拓に向けて、

契約栽培や直売所、ネット販売（ＪＡタウン）、カタログ販売などの多様な

販売チャネルを確保・強化する。 

 

（５）生産資材の低コスト化 

○ 低コスト資材の開発・普及や、適正施肥の推進による低成分肥料の普及拡

大、農薬大型規格品の普及拡大、農機レンタルの事業化、ロット別価格によ

る弾力的な価格設定などに取り組むとともに、広域的・効率的な集出荷施設、

低コスト生産資材の供給体制を再構築する。 

 

【担い手と地域経済・社会を支援するＪＡグループの取り組み】 

ライフライン事業の展開
・ 燃料事業
・ 生活店舗事業

肥料・飼料原料の

安定確保・有利購買
・現地での集荷力強化
・山元との関係強化

・産地の多元化
・原料資源国との関係強化

生産・集出荷施設の体制整備
・ライスセンター、選果場、加工センター
などの効率的再編整備による
生産・流通インフラの強化・利用促進

生産資材の低コスト化
・適正施肥の推進による低成分
肥料の普及拡大
・農薬大型規格品の普及拡大

・農機レンタルの事業化
・ロット別価格など弾力的価格設定

輸出の拡大

・海外量販店での常設売り場設置
・日本産農畜産物フェアの開催
・日本版グリーンツーリズムの
提供による日本産農畜産物の

イメージ確立

多様な販売チャネルの

確保・強化
米穀卸・市場販売の他に
・ 契約栽培
・ 直売所
・ ネット販売（ＪＡタウン）

・ カタログ販売

担い手

経営の安定

と農業所得
の向上

定時
定量
定品質

定(低)価格

周年需要

安心・安全
な農産物

地域社会の
多様な住民
・兼業農家

・定年帰農者
・高齢者

・地域住民

生活支援
地域貢献

コーディネート機能の強化
・総合販売
・食品流通・関連企業との連携強化
・商品提案・共同開発

・ＴＡＣの活動の定着・拡大

加工事業の拡充など付加価値を
高めた６次産業化の取り組み

生産基盤維持による
ＪＡグループ経済事業の

維持・拡大

ＪＡグループ 実需者
消費者

 

資料：ＪＡ全農 
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（６）生産・集出荷施設の体制整備 

○ 担い手経営体の営農活動に資するために、育苗センター、ライスセンター、

カントリーエレベーター、農業倉庫、選果場、加工センターなど生産・集出

荷施設の効率的な体制整備を行い、生産・流通等にかかるインフラ設備の強

化・利用促進により、流通コストの削減に取り組む。 

 

（７）肥料・飼料原料の安定的確保・有利購買 

○ 大部分を海外に依存せざるを得ない肥料・飼料の原料等について、現地で

の集荷力の強化、山元との関係強化、産地の多元化、原料資源国との関係強

化などにより、安定的な確保や有利購買に向けた取り組みを継続する。 

 

（８）ライフライン事業の展開 

○ 買い物困難者等に対する食材宅配サービスや移動販売（購買）車、生活店

舗やＪＡ―ＳＳ、ＬＰガス、福祉事業など地域のライフラインに係る事業に

取り組み、組合員・地域住民への生活支援、地域貢献を行う。 

 

（９）輸出の拡大 

○ 輸出の拡大に向けて、海外量販店での常設売り場の設置、日本産農産物フ

ェア開催による海外でのブランド確立、海外富裕層の日本版グリーンツーリ

ズム体験の提供による日本産農畜産物のイメージ確立などに取り組む 

また、あわせて商流・物流の見直し・改善による流通コストの削減、富裕

層だけでなく中間層の取り込みを行う。 
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【実需者への販売ルートの確保】 

担い手―実需者間のコーディネート

担い手
ＪＡ

・
実需者

○契約栽培の拡

大

○品種の選定

○リレー出荷の

実現

○工場等の近隣

地での産地づく

り提案

○周年供給
○一次加工を施

した供給

○適正価格での
供給

生産者手取りの安定化 国産農産物の売り場確保 国産農産物の安定確保

 

資料：ＪＡ全農 

 
【ファーマーズマーケット】 

資料：ＪＡ統一広報パンフレット 
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Ⅳ 農業と地域経済・社会の実現に向けた取り組みを支える政策 
１．担い手経営体の確保・育成および農地集積対策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）担い手経営体の確保・育成に向けた取り組み 

① 集落営農ビジョンの策定・推進 

○ 集落ごとに指定した担い手経営体に重点的に支援するため、現行の認定

農業者制度を見直すとともに、集落営農活動の支援および経営者等の資質

向上のための研修等、経営確立をはかるための活動支援が必要である。 

 

 ② 担い手経営体づくりの取り組みへの支援と抜本的な新規就農者確保対策 

○ 担い手経営体が策定した営農計画等を審査・認定し、税制上のメリット

や、農機等の費用軽減への支援策など、担い手経営体の経営確立を支援し

ていく必要がある。 

 

○ 新規就農希望者の研修中の所得確保のため、研修手当および研修経費等

を支援する必要がある。また、３５歳以下の青年就農者に対しては、就農

時の設備投資への支援および経営確立までの概ね５年間の経済的支援が必

要である。 

 

③ 農地集積の取り組みと農地の最大限活用への支援 

○ 農地が確実に有効活用されるようにするため、農地の調査・指導・勧告・

利用権の設定等や農地の売買・賃貸借にかかる情報提供等の機能を一元的

に集約・管理する仕組みを構築する必要がある。   

 

○ 集落営農ビジョンを認定し、ビジョンで指定した担い手経営体を重点

的に支援することが必要。 

○ 青年就農者（３５歳以下）に対しては、経営確立までの間（おおむね

５年間）、経済支援を行うことが必要。 

○ 農地の調査・指導・勧告・利用権の設定等、農地を一元的に集約・管

理する仕組みを構築することが必要。 

○ 農地の流動化を促進するため、出し手に対しては流動化奨励金、受け

手には規模拡大に応じた支援を拡充することが必要。 
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○ 農地の流動化を加速するため、農地の受け手に対する規模拡大への支援に

加え、農地の出し手に対しては流動化を奨励する支援が必要である。 

 

○ 耕作放棄地については、ビジョンで決定した農地集積計画に従い再生する

場合は、農業委員会など行政による支援や、再生が見込めない場合は林地に

戻すなど政策が必要である。 

 

【フランスの青年農業者助成の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農地流動の加速化に向けた支援策（例示）】 

 

資料：ＪＡ全中 

目的 

世代交代、山間地の過疎対策、若手農業者の経済的支援 

給付額（1ユーロ＝112円で計算） 

主業的農業者の下限額と上限額 

平地       896,000 円～1,937,600 円 

条件不利地域 1,153,600 円～2,508,000 円 

山間地域   1,848,000 円～4,020,800 円 

対象要件 

21 歳以上 35歳以下 

一定の職業能力（農業技術者免状・職業高校修了＋６か月の実務研修、または社会人向け職業教育で

資格取得） 

10 年の農業経営を約束 

10 年間、経営簿記を行政に提出 

その他の優遇措置 

特別低利融資、所得税、農事資産登記税、固定資産税の５年間の減免措置、 

農業社会共済の保険料の５年間の減額措置、農地の優先取得 

資料：ＪＡ全中 
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２．新たな直接支払制度の創設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地目ごと全ての農地に対して基礎支払い 

○ 農地は、食料自給力の確保と多面的機能の基盤であり、輸入できない資源

である。一方、農業所得の低下、高齢化と担い手不足などにより耕作放棄地

が増加しており、農地の果たす機能と役割が低下している。 

 このような農地の機能と役割を維持するため、耕作・管理など地域におけ

る農地保全の取り組みが必要であり、これを支援するため、全ての農地に対

して地目に応じた基礎支払いが必要である。 
 
（２）地域ごとの取り組み実態に応じた加算支払い 

○ そのうえで、予期せぬ価格低下や地域の取り組みや実情に応じて上乗せで

支払う加算支払いが必要である。 
  加算支払いは、地域の取り組み実態に応じた柔軟なメニューを地域で設定

することが必要である。 
 
○ 加算支払いの設定にあたっては、国民の環境意識の高まりや国民理解を促

進する観点から、農業者の責任および社会的責任として環境保全の取り組み

を明確にし、盛り込むことが必要である。 
 
（３）現行制度の機能を維持・強化等 

○ 新たな直接支払制度は、戸別所得補償制度や中山間地域等直接支払交付金

や農地・水保全管理支払交付金など、現行の直接支払制度の機能を維持・強

化することが必要である。 
 
○ 新たな直接支払制度を下支えとして、品目ごとの政策を検討することが必

要である。また、農業経営の長期的展望を描くため、法制度化による安定性

の高い制度とすることが必要である。 
 

○ 農業・農村の多面的機能の維持・確保をはかるため、全ての農地に対

して、地目に応じて直接支払いを行うとともに、地域ごとの取り組み実

態に応じて上乗せで支払う新たな直接支払制度が必要。 

○ 新たな直接支払い制度は、戸別所得補償制度、中山間地域直接支払制

度、農地・水保全管理支払交付金など現行制度の機能を維持・強化する

ことが必要。 
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【新たな直接支払制度イメージ】 

基礎支払い

①所得補償
（畑作物・米所得補償）

②構造改善
（規模拡大加算）

③自給力向上
（水田活用所得補償）

④条件不利
（中山間地域等直接支払）

⑤資源
（農地・水保全管理支払い）

⑥環境
（環境保全型農業直接支援）

国
の
加
算
措
置
財
源

国
の
基
礎
支
払
い
財
源

基礎支払い

③自給力

⑤資源

⑥環境

①所得
補償

②構造
改善

③自給力

⑤資源

⑥環境

①所得
補償

③自給力

④条件
不利

⑤資源

⑥環境

①所得
補償

基礎支払い

③自給力

⑤資源

⑥環境

①所得
補償

②構造
改善

③自給力

⑤資源

⑥環境

①所得
補償 ①所得

補償

≪中山間地域の農業振興に重点を置く場合≫ ≪平地での高生産性農業に重点を置く場合≫

都市的地域 平地農業地域 中山間農業地域 都市的地域 平地農業地域 中山間農業地域

③自給力

④条件
不利

⑤資源

⑥環境

 
資料：「2011,新たな直接支払制度に関する研究会提言」を参考にＪＡ全中作成 

【環境支払いのイメージ】 

クロス・コンプライアンス 

（基礎支払い等を受け取る際の環境改善要件） 

 

環境改善のための 

初級レベルのプログラム※１ 

 

 

農業者の責任 

社会全体で負担 

上級プログラムのみ 

資料：荘林幹太郎（2010年, 生活協同組合研究）を参考にＪＡ全中作成 
※１ 初級プログラムは、広範囲で取り組むことが効果的であるもの、比較的容易な取組みとする 
※２ 上級プログラムは、地域の環境・課題等に対応できるよう幅広いプログラムから選択可能なものとする 
※３ 農業者の責任部分と社会全体で負担し支える部分の水準を明確にした制度設計が必要である 

 
上級プログラム※２ 

※３ 
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３．品目政策等の確立 
（１）水田農業政策の確立 

 

 

 

 

 

 

① 地域条件に対応した複合経営の定着化対策の確立 

○ 集落ごとに「農業で食べていける担い手」づくりを行うには、主食用米だ

けではなく、麦・大豆等の転作作目、野菜、加工などの複合経営に取り組む

ことが必要である。 
また、降雪等で米に依存せざるを得ない水田単作地帯、米以外の他作物へ

の転換が可能な地域など、異なる地域条件に配慮することが必要である。 
 
○ そのため、水田単作地帯では、需要に即した計画生産と、飼料用米等の振

興、支援を行い、麦・大豆など米以外の作物への転換が可能な地域では、こ

れら地域作物に対する十分な助成を講じるなど、地域条件に対応した複合経

営の定着化に向けた支援が必要である。 
 

② 豊凶や需給変動に対する需給・価格安定対策の確立 

○ １０～２０万の「担い手経営体」による水田農業の将来像においては、担

い手自らによる需給調整が強化されるなかで、国は、需給・価格安定に向け

て、担い手・産地の取り組みを支援する対策が必要である。 
 
○ 米は１年１作であり、需要見通しのギャップや豊凶変動などにより、需給

変動が生じる懸念が常にあることから、国の備蓄運営による２０万トン程度

の幅をもった豊作分の出口対策などの需給・価格安定対策が必要である。 
 
○ また、どうしても生じる需給緩和や価格下落に対応するために、国の政策

支援を前提に、産地で過剰米を主食用以外へ処理するスキームの構築など、

産地自らの需給調整に取り組める条件整備が必要である。 

○ 水田単作地帯、米以外の他作物への転換が可能な地域など、地域条件

に対応した複合経営の定着化対策が必要。 

○ 国民に対する食料の安定供給の観点から、需給と価格の安定対策を講

じる責任があり、豊凶や需給変動に対する需給・価格安定対策等の確立

が必要。 
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③ 地域裁量で特色ある作物の振興支援策の充実 

○ 今後も主食用米の需要は減少するなかで、水田経営の安定と自給率向上の

ため、地域裁量で特色ある作物を振興できる支援策として、産地資金の抜本

的充実が必要である。 
 
④ 転作拡大に対応した条件整備対策の確立 

○ 麦・大豆や飼料用米などの転作作物の増産が需要に確実に結びつくように、

機械や施設、流通整備対策、実需者の国産引き取り促進対策などの条件整備

対策が必要である。 
 

⑤ 需給と価格の安定に対する国の役割 

○ 生産・流通面および消費者に対する安定供給の観点から、国は、国内農産

物の需給・価格の安定対策を講じる責任があり、このため、国家貿易を含む

適切な国境措置の確保、一定のルールのもとでの需給安定のための備蓄運営、

投機資金の流入等による価格乱高下の排除などの政策が必要である。 
 

【水田農業政策の確立】 

生産面

1,272

802

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

生産可能量 需要見通し（23/24年）

（万トン）

米の生産と

需要の状況
現在の主食用米の

需要量は約800万トン
水田面積の６割

（約150万ha）
で賄うことが可能

豊凶変動や過剰作付がどうしても発生

わが国の土地利用型農業の地域性

農家の経営面

米のみで、十分な所得の確保は

困難な状況

消費面

少子・高齢化の進展等にともない、

主食用米の需要は減少傾向

米は需要に即して計画生産し、

米以外の作目を振興していくことが必要

水田農業政策の確立

① 地域条件に対応した複合経営の

定着化対策の確立

・ 飼料用米等の非主食用向けへの

助成、野菜など他作物に対する助成

など

② 豊凶や需給変動に対する需給・価

格安定対策の確立

・ 豊凶や需給変動に応じた備蓄運営

・ 市場隔離や非主食用処理

など

③ 地域裁量で特色ある作物の振興支

援策の充実

・ 地域で振興できる支援策の充実

など

④ 転作拡大に対応した条件整備対策

の確立

・ 転作作物の増産に対応した機械・

施設、流通整備対策、実需者の国

産引き取り促進対策 など

 

資料：ＪＡ全中
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（２）畜産・酪農経営の将来像に向けたＪＡグループの取り組みと政策の確立 
① 畜産・酪農の将来像 

 
 
 
 
 
 
 
 
ア．肉用牛経営の将来像 
○ わが国の土地条件の制約や配合飼料価格の高騰が懸念されるなかで、将来
の肉用牛肥育経営は、現状の生産基盤を維持しながら経営内一貫生産や地域
内一貫生産等をすすめ、ＪＡの部会等に結集して、産地化やブランド化によ

り生産性の向上を実現した姿である。 
 
○ また、トレーサビリティや徹底した家畜防疫体制の強化と衛生管理により、
安全で高品質な牛肉を国民に安定的に供給するとともに、生産性の向上に向

け国際マーケットもターゲットにした供給を行う姿である。 
 
○ 将来の肉用牛繁殖経営は、零細農家が多く高齢化がすすむなかで、規模拡
大ならびにＪＡ等が運営するキャトルセンターや繁殖センターに結集し、５
０頭以上層が生産の中核を担う生産基盤が維持・拡大された姿である。また、
中山間地域や離島では、放牧等により生産基盤を維持・拡大する姿である。 

  
イ．酪農経営の将来像 
○ 酪農は欧州諸国を超える経営規模や生産性を実現しており、将来の酪農経
営は、引き続き、全ての生産者が協同組合組織に結集して需要に基づく計画
生産に取り組み、輸入で代替できない新鮮で安全な牛乳やはっ酵乳、生クリ
ームを国民に供給する姿である。 

 
○ 新鮮な牛乳等を安定的に供給するためには、乳製品の生産による需給調整

が不可欠であり、引き続き、安全で高品質な乳製品を国民に安定的に供給す
るとともに、需要の拡大が見込まれるチーズを戦略乳製品として位置付け、
可能な限り輸入チーズとの置き換えを実現した姿である。 

 

ウ．養豚・養鶏 
○ 養豚・養鶏の将来像は、家族経営の組織化・共同化などにより、衛生管理
も含め徹底した生産性向上や低コスト化を実現し、安全・安心な豚肉・鶏肉
や新鮮な卵を安定供給する姿である。 

○ 畜産経営は、ＪＡの部会等に結集して、産地化・ブランド化をすすめ、

安全で良質なタンパク質を国民に安定的に供給する姿。 
○ 酪農経営は、協同で需要に基づく計画生産に取り組み、輸入で代替でき

ない新鮮な牛乳等と、安全で高品質な乳製品を国民に安定的に提供する姿。 

○ 畜産・酪農経営は、家畜防疫体制の強化、耕畜連携や循環型農業等を通

じて食料自給率の向上と多面的機能の発揮に取り組む姿。 
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エ．耕畜連携や循環型農業の取り組み 

 ○ 畜産・酪農の将来像は、ＢＳＥや鳥インフルエンザなど国民の健康を脅か

す疾病の発生を徹底して防止する家畜防疫体制を強化するとともに、食料自

給率目標の実現に向け、飼料用米の活用や稲わらの供給と堆肥の供給など土

地利用型農業との耕畜連携や循環型農業の取り組みを通じて、食料安全保障

の確立や農業の多面的機能の発揮を実現した姿である。 

 

② 畜産・酪農経営の将来像の実現に向けたＪＡグループの取り組み 

 

 

 

 

 

 

ア．経営継承支援・経営確立支援の取り組み 

○ 畜産・酪農経営の生産基盤を維持・拡大するため、ＪＡグループ畜産経営

継承支援事業等を活用し、畜産経営資源を新規就農者や地域内経営に円滑に

継承するとともに、畜産経営診断士制度等による農家経営管理支援体制を強

化し、産地化・ブランド化等による経営の安定や生産性の向上に向けた指導、

融資等を通じた設備投資や運転資金の確保支援に取り組む。 

 

イ．肉用牛繁殖基盤の維持・拡大の取り組み 

○ 肉用牛繁殖経営の体質強化に向けたキャトルセンター等の生産者への運

営委託や共同利用、ＪＡによる繁殖センター等に取り組むとともに、低コス

ト素畜の供給など一層の生産性向上のため、行政など関係機関と一体となっ

て、新たな繁殖技術や飼養管理技術の開発・普及に取り組む。 

 

ウ．牛乳・乳製品の安定供給の取り組み 

○ 需要に基づく計画生産に取り組み、新鮮で安全・高品質な牛乳・乳製品を

安定的に供給するとともに、チーズを戦略乳製品として位置付け、需要の拡

大と生産・販売の拡大に取り組む。 

 

エ．耕畜連携対策等の取り組み 

○ 中山間地域や離島における放牧の拡大や、ＴＭＲセンターやコントラクタ

ー等の組織化支援に取り組むとともに、飼料用米の利用拡大やエコフィード

の利用促進、稲わらの国内供給の拡大、自給飼料の広域流通体制の整備、環

境対策などに取り組む。 

○ 地域の生産基盤の維持・拡大と生産性の向上に向け、畜産経営継承支援

事業や農家経営管理支援に取り組む。 

○ 肉用牛繁殖基盤の維持・拡大に向け、キャトルセンター・繁殖センター

など地域拠点の整備や低コスト素畜の供給などに取り組む。 
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③ 畜産・酪農政策の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．国家貿易・供給管理等の国境措置の堅持 

○ 安全で高品質な畜産物を供給するためには、適切な関税水準など国境措置

を堅持することが前提である。また、新鮮な牛乳と安全で高品質な乳製品を

安定的に供給するためには、指定生乳生産者団体による計画生産のもとで、

乳製品の国家貿易・供給管理等の国境措置を堅持することが前提である。 

 

イ．キャトルセンター・繁殖センター等への支援 

○ 肉用牛繁殖基盤の維持・拡大をはかるため、キャトルセンター・繁殖セン

ター等の施設整備等への支援や地域のキャトルセンターの運営等に取り組

む生産者に対する支援等が必要である。 

  また、肉用牛の経営内一貫政策等をすすめる対策が必要である。 

 

ウ．牛乳・乳製品の安定供給に向けた戦略的なチーズ対策の確立 

○ 牛乳・乳製品を安定的に供給するため、需要の拡大が見込まれるチーズに

ついて、輸入品を国産品に置き換えるための支援対策の強化と恒久化が必要

である。 

 

エ．自給飼料拡大のための支援 

○ 自給飼料基盤に立脚した畜産・酪農を確立するため、自給飼料生産対策の

恒久化、草地基盤の整備、ＴＭＲセンター・コントラクターに対する支援、

自給飼料の広域流通体制整備への支援、放牧への支援対策、自給飼料の利用

拡大に取り組む畜産・酪農経営への支援等が必要である。 

 

オ．万全の経営安定対策の確立 

○ 畜産・酪農経営安定対策は、飼料高騰リスクや輸入畜産物との競合等に対

応できるよう所得確保機能の仕組みを充実・強化することが必要である。 

 

○ 安全で高品質な畜産物や新鮮で安全・高品質な牛乳・乳製品を安定的に

供給するため、畜産物・乳製品の国境措置を堅持することが必要。 

○ 畜産・酪農の生産基盤の強化のため、キャトルセンター・繁殖センター

への支援、肉用牛一貫経営の促進、耕畜連携等への支援が必要。 

○ 牛乳・乳製品の安定供給と酪農経営の安定を確保するため、国産チーズ

の生産拡大を支援する対策の拡充が必要。 

○ 畜産・酪農経営安定対策の所得確保機能の充実・強化が必要。 
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【乳製品にかかる国境措置の概要】 

 
○適切な国境措置

○国境措置がなくなった場合

＜北海道＞

バター・脱脂粉乳やチーズ等

加工向けが中心

＜都府県＞

飲用向けが中心

（自由化品目）

国家貿易

カレントアクセス

（13．7万トン／年）

＜国境措置＞

協同組合組織のもと需要

に応じた生乳の安定供給

バター

脱脂粉乳

チーズ等

国内需給への影響を緩和

＊鮮度等の問題から飲用牛乳等の輸入はない

＜都府県＞

北海道との

競合

→酪農経営の

継続が困難に

＜北海道＞

飲用向けへ

生産をシフト

→都府県へ飲用

向けを供給

輸入乳製品の

増大

ほぼ同規模の生産量

我が国の酪農や

乳業に大打撃

 
資料：ＪＡ全中 

 

【畜産・酪農における経営展開のイメージ】 

 

地域の繁殖基盤を結集
担い手やＪＡの運営する

キャトルセンター・繁殖センター

繁殖農家

繁殖農家

大幅なコスト低減が

期待できる50頭以上

産地内・経営内一貫の拡大

100頭以上規模の肥育経営 100頭以上規模の肥育経営

品質や飼養基準を統一した産地・ブランドに結集

中山間地・離島など

放牧の推進など土地条

件に即した取り組み

国際マーケットも

ターゲットにした

高品質化・ブランド化に

よる販売力強化

酪農経営（家族経営を基本に欧州を超

える規模・生産性を実現）

協同組合組織に結集し、需要に

応じた生産と用途別販売

肉用牛生産

（繁殖部門）

（肥育部門）

北海道

都府県

地産地消乳や

6次産業化の推進

チーズ向けの

供給拡大

養豚 複数家族経営の組織化・

共同化（一農場制など）

養鶏 複数家族経営の組織化・

共同化（一農場制など）

ＴＭＲセンター・コントラクター

自給飼料基盤に立脚した畜産・酪農

飼料用米・

エコフィード等

 

資料：ＪＡ全中
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（３）野菜・果樹等の将来像に向けたＪＡグループの取り組みと政策の確立 

① 野菜・果樹等の将来像 

 

 

 

 

 

 

ア．野菜生産の将来像 

○ 野菜生産の将来像は、引き続き、新鮮で高品質な野菜を消費者に安定的に

供給するため、多様な生産者が産地や部会単位で協同して生産・出荷や需給

調整に取り組むとともに、契約栽培の強化や業務・加工用への供給が拡大し

ている姿である。 

 

○ また、産地の中核である主業農家が、必要な労働力を確保して、規模拡大

や低コスト化、高付加価値化等により効率的な経営を確立している姿である。 

 

イ．果樹生産の将来像 

○ 果樹生産の将来像は、地域や品目特性をふまえた特色のある産地や部会単

位で、産地の中核である主業農家が、優良園地の集積・整備による作業の効

率化や、優良品目・品種への転換による販売力を強化し、生産性の高い経営

を確立している姿である。 

 

○ また、産地の維持・発展のため、共選場単位の組織化による労働力確保や、

産地単位のブランド化、加工用への対応強化等が実現された姿である。 

 
ウ．多様な生産者による野菜・果樹の生産展開 
○ 高齢化が進展するなかで、労働集約的で高い技術力が必要な野菜・果樹の

生産を維持・拡大するため、研修制度や雇用労働からの独立、後継者への経

営継承により新規就農者が育成され、安定的に労働力が確保された姿である。 

 
○ あわせて、野菜・果樹等の産地における兼業農家や自給的農家、ベテラン

農家などは、多品目生産、地産地消など多様な生産により、産地全体の営農

を維持する役割が発揮された姿である。 

 

○ 野菜・果樹等は、多様な消費者ニーズに対応して、新鮮で高品質な国産

青果物を安定的に供給するため、地域・品目特性をふまえて、産地や部会

単位で多様な生産者が協同して生産・出荷に取り組む姿。 
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② 野菜・果樹経営の将来像に向けたＪＡグループの取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

ア．産地計画の策定にもとづく経営支援の強化 

○ 野菜・果樹産地が策定する産地計画の策定を支援し、地域特性を活かした

ブランド化や優良品種の導入など、産地強化に取り組む。 

 

○ 生産基盤の強化をはかるため、農地流動化の取り組みによる主業農家への

優良な農地・園地の集積、廃園を含めた園地整備への支援に取り組む。 

  また、規模拡大に向けた労働力確保への支援を行うとともに、研修事業や

リース事業等による新規就農者の確保・育成の取り組みを行う。 

 

○ 省力的な栽培技術の導入や品目・品種の組み合わせによる労力分散、生産

資材コスト低減、環境負荷軽減に向けた技術支援を行う。 

 

イ．多元的な流通ルートに対応した販売強化 

◯ 実需者ニーズにもとづく生産提案や契約販売を通じた販売の拡大と強化

に取り組む。 

  また、業務・加工用の契約産地育成、国内産地リレーによる周年供給体制

の構築など、需要が増大している業務・加工用需要への対応強化に取り組む。 

 

【産地計画で描く産地像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 野菜・果樹の産地計画の策定支援により産地強化に取り組むとともに、

優良農地の集積と生産基盤の強化のため、農地流動化の促進、園地整備、

労働力確保等に取り組む。 

○ 業務・加工用への対応強化や多元的な流通ルートに対応した生産・流

通・販売対応の強化に取り組む。 

資料：ＪＡ全中

Ｂ産地
加工業務用強化タイプ

需給動向に応

じた営農・出荷

を支える担い手
多様なニーズ

に応じた国産

野菜・果樹の

安定供給

選果場

主業農家

加工施設

業務・加工用へ

の供給拡大

部会

小規模農家

副業農家

集出荷場

小規模農家

副業農家

部会

部会
主業農家

Ｃ産地

リレー出荷等

の産地間連携

直売所や産地加工の

取り組み

～産地の特色に応じて産地計画を策定～
（例）・土地利用型 ・複合経営型 ・都市近郊型 ・施設園芸型 ・加工業務用強化型 ・高付加価値型

直売所

加工場

Ａ産地
都市近郊タイプ
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③ 野菜・果樹等の政策の確立 

 

 

 

 

 

 

ア．野菜産地強化対策と価格安定対策の充実・強化 

○ 産地の核となる主業農家を育成し、産地の供給力を強化するため、生産性

の向上に向け、規模拡大や労働力確保の取り組みを支援するとともに、産地

の集出荷施設等への支援を強化することが必要である。 
 
○ 多種多様な野菜の価格下落時の影響を緩和し、安定的な供給をはかる現行

の野菜価格安定制度を維持するとともに、再生産が可能となるよう拡充・強

化をはかることが必要である。 
 
○ 安価な輸入野菜と競合する業務・加工用野菜の需要に対応し、国産シェア

を拡大するため、業務・加工用仕向けの野菜への価格補てんの充実など支援

の強化が必要である。 
 
イ．果樹経営支援対策の充実と経営安定対策の創設 

○ 産地の核となる主業農家の育成のため、園地流動化や園地整備、改植への

支援を強化するとともに、産地の選果場等への支援の強化が必要である。 
 
○ 果実自給率の向上に向け、安い外国産にかわり国産果実を加工向けに安定

供給するための加工向け果実に対する支援が必要である。また、豊凶や表・

裏年などによる価格変動が大きいみかん・りんご等については生果から加工

向けの需給調整対策による需給安定対策が必要である。 
 
○ また、果樹経営全体の経営安定を確保し、果樹生産の維持と後継者の確保

をはかるため、収入減少を補てんする経営安定対策の創設が必要である。 
 

○ 産地の核となる主業農家の育成と産地の供給力強化のために、園地整

備や労働力確保、集出荷施設への支援とともに、経営安定をはかるため

の経営安定対策の充実・強化が必要。 

○ 安価な輸入と競合する業務･加工用需要に対応し、国産野菜･果実を安

定供給するため業務・加工用に取り組む産地への支援強化が必要。 
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ウ．花き・工芸作物等 

○ 地域農業において大きなウェイトを占める、花きや、茶・こんにゃく・い

ぐさなど工芸作物については、地域・品目実態をふまえた振興方針を明確に

するとともに、この取り組みを支援する振興法の制定など、生産振興・流通

対策と経営安定対策を確立することが必要である。 

 

【目指すべき産地の姿と必要な政策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＪＡ全中 

野菜・果樹産地の構造改革

国産野菜・果実の安定的供給

多面的機能の発揮に向けての政策確立

野菜・果樹産地の抱える課題

・後継者・労働力の不足

・生産コストの高止まり

・園地整備・農地流動化の遅れ

・供給過剰や出荷集中

需給・価格安定対策 所得確保・セーフティネット対策

産地計画＜めざすべき産地の姿＞

優良品種への転換

産地ブランド化

観光農園への取組

省力的栽培技術の

導入

優良園地の集積

加工・業務用への

取組み

・・・

産地の多様な品目、特性をふまえた取組み

＜ 政 策 支 援 ＞

実現

産地の多様な生産者

産地計画に位置付けられた担い手

主業農家 法人

小規模 高齢農家研修生

新規就

農者

雇用

労働者

認定農業者

産地一体となった

支援
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（４）甘味資源作物の将来像に向けたＪＡグループの取り組みと政策の確立 

① 甘味資源作物の将来像 

 

 

 

 

 

○ てんさい、でん粉原料用ばれいしょは、北海道の畑作輪作体系を支える基幹

的作物であるとともに製造工場も含め地域経済を支えるものであり、輪作体系

を維持・確立しながら、甘味資源作物の生産量を維持・拡大して地域経済を支

える姿である。 

 

○ さとうきび、でん粉原料用かんしょは、沖縄・鹿児島県離島・火山灰土地域

の代替困難な基幹作物であるとともに、製造工業も含め地域経済を支えるもの

であり、零細規模の農家が大宗を占めているなかで、規模拡大や組織化など地

域ぐるみの取組みにより生産量を維持・拡大して地域経済を支える姿である。 

 

② 甘味資源作物生産の将来像の実現に向けたＪＡグループの取り組み 

 

 

 

 

 

 

ア．北海道畑作（てん菜、でん粉原料用ばれいしょ） 

○ 適正な輪作や施肥、直播栽培の導入など、主業農家の農業生産・経営状況

の適時・的確な把握・分析に基づく各種営農支援に取り組む。また、農地の

利用調整、労働力需給調整の強化やコントラクター等の個別経営を支える地

域営農支援システムの整備・充実に取り組む。 

 
イ．沖縄県・鹿児島県のさとうきび・でん粉原料用かんしょ 

○ 地域が一体となって生産振興をはかるため、地域実態にあった農作業受委

託体制の確立や共同利用組織の育成、農地流動化による規模拡大を支援する。 

 

ウ．製造工場 

○ 製糖・でん粉工場等の合理化や生産性向上により安定操業を維持する。 

○ 砂糖・でん粉の安定供給のため、北海道畑地における畑作輪作体系と沖

縄・鹿児島県離島・火山灰土地域における地域営農体系の維持・確立によ

り、甘味資源作物の生産を振興し、地域経済を支える姿。 

○ 北海道畑作においては、生産者の経営の安定をはかるため、営農指導と

コントラクター等の地域営農支援システムの充実に取り組む。 

○ さとうきび・でん粉原料用かんしょは、地域が一体となった生産振興を

図るため、基幹作業の受委託・組織化や農地流動化の支援に取り組む。 
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③ 甘味資源作物の政策確立 

 

 

 

 

ア．国家貿易・供給管理等の国境措置の堅持 

○ 甘味資源作物は、国民食生活の必要物資であり国民への安定供給が不可欠

であるとともに、離島については国防上重要な役割を有していることから、

わが国における位置づけを明確化し、糖価調整制度および関税割当制度の適

切な運用と国内の生産を支える必要な財源を確保することが必要である。 
 
イ．経営安定、生産性向上のための支援 

○ 北海道畑作農業の基幹作物であるてんさい・ばれいしょについては、生産

者が、合理的な輪作体系を確立するなかで、再生産が可能で経営努力が報わ

れる制度とすることが必要である。 
 
○ 沖縄県および鹿児島県のさとうきび・かんしょは、規模拡大や組織化に向

けた取り組みへの支援とともに、生産者の経営安定をはかり再生産可能とな

る制度とすることが必要である。 
また、沖縄県の小規模離島における含みつ糖生産については、地域の実情 
に配慮した支援策を確保することが必要である。 

 
○ 生産性向上をはかるため、土壌改良、排水対策、圃場の整備等、土地基盤

整備等の充実・強化が必要である。 
 
ウ．製造事業者の支援 

○ 生産者と一体となって地域の産業・経済を支える製造工場の経営安定をはか

るため、製造コスト低減、環境対策、省エネルギー対策への支援が必要である。 
＜甘味資源作物の関税率と輸入管理＞

食料自給率
（平成21年）

1次関税
（マークアップの上限）

2次関税
従課税
換算値

備考

砂糖 33% 328%
・砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく輸入管理
・粗糖（７１．８円/㎏）の範囲内で関税及び調整金を徴収（実際は無税で輸入

する代わりに、３５円/kgの調整金を徴収）

でん粉用原
料

７３％
（ばれいしょ）

25% １１９円 234% ・砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく輸入管理

７１．８円/㎏

 

○ 国民生活に不可欠な砂糖・でん粉の安定供給と国家安全保障を維持す

るため、国境措置を堅持し、国内の甘味資源作物の生産振興をはかる政

策の確立が必要。 

資料：ＪＡ全中 
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（５）新たな農業経営政策の確立 
 
 
 
① 複合経営に対応可能な新たな経営保険の確立 
○ 農家の経営安定をはかるためには、農業災害への対応や品目別の政策のほ

かに、どうしても生じる農家収入の変動に対するセーフティネット対策が必

要である。 

 

○ 水田農業の場合、戸別所得補償制度における米価変動補てん交付金のほか、

水田・畑作経営所得安定対策における収入減少補てん対策（ナラシ対策）な

どがあるが、地域ごとの価格変動に対応できず、対象品目が限定されている

などの問題がある。 

 

○ そのため、将来の担い手像にあわせて、複合経営にも対応可能な、経営体

ごとの所得に着目した「新たな経営保険」を検討することが必要である。 

 

○ 具体的には、全国一律ではなく地域別に対応した仕組みとして、収支が把

握できる青色申告などの対象となる担い手が、地域別・品目別の目標所得水

準をベースに、それらを組み合わせた複合経営の目標所得を設定し、実際の

所得との所得差が生じた場合の差額分を直接補償するなど、農家の拠出と国

の拠出を基本とした制度を検討することが必要である。

○ 将来の担い手像にあわせて、複合経営にも対応可能な、経営体ごとの所

得に着目した「新たな経営保険」を検討することが必要。 
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【新たな経営保険のイメージ】 

基準所得
（地域実情に基づいて、担い手が補償される目標所得金額を設定）

例：８００万円

当該年（年度）の所得

例：６００万円

保険金

例：２００万円を補償

価格や収入による
所得減

想定される検討課題

① 担い手の拠出と国の拠出割合（ナラシ対策では、担い手１：国３）

② 農家拠出の管理主体（ナラシ対策は担い手協議会、共済組合も含めて検討が必要）

③ 掛金の取扱い（掛け捨て、積立方式など、検討が必要）

価格や収入の変動に対するセーフティネット対策が必要

全国一律ではなく地域別に、シンプルでわかりやすい仕組みが必要

日本農業の場合、中山間地域など地域によって生産コスト、販売収入等が異なるため、

フランスの取り組みを参考に、所得に注目した仕組みが必要

新たな経営保険のイメージ

担い手
（青色申告など財務諸表

が把握できることが要件）

国

イメージ
① 地域別・品目別の目標所得水準をベースに、複合経営の目標所得を設定

② 担い手は、基準となる目標所得金額に対して掛金を支払う（国からも掛金に対して補てん）

③ 価格や収入による所得減により、当該年（年度）の所得が基準所得より減少した場合は、

差額分を保険金により補償

 
資料：ＪＡ全中 
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４．国産農畜産物の輸出振興対策 

 
 
 
 
（１）輸出に対する基本的考え方 

○ 現在の輸出実績はリンゴ、ながいも、牛肉、米などを中心としているが、

輸出量は国内生産量に比べて極めて少ない実態にあることから、輸出振興に

よって国内生産の問題を当面解決できるものではない。 
 
○ しかし、長期的には輸出対策は重要な課題であり、輸出を振興するため、

輸出競合国との価格差、検疫条件、海外現地の流通マージン、円高対策など、

問題・課題の対策に官民一体となって対応し、戦略的に取り組む必要がある。 
 
（２）輸出振興に向けた課題 

① 輸出戦略の策定 

○ 現在の海外における需要動向等を分析し、品目ごとに、輸出先として期

待される国等を明確にしつつ、戦略的輸出品目を設定し、支援対策を強化

するなど、総合的な輸出戦略を策定することが必要である。 
 
○ 輸出を一層促進するため、行政など関係者が一体となった取り組みを推

進する体制の整備が必要である。 
 
② 輸出環境の整備 

○ 輸出相手国の検疫条件、通関手続き、表示方法などの輸出制限の緩和等

は民間の取り組みのみでは困難であり、国家間で解決する必要がある。 
 
③ 高付加価値化を推進するための認証制度の創設等 

○ 今後、海外で大きく需要を拡大するためには、海外の需要に適した品種

の開発や、輸出促進に向けた生産現場でのインフラ整備等が必要である。 
  また、フランスのＡＯＣ（原産地呼称統制）などを参考に、新たな認証

○ 農畜産物の輸出については、輸出競合国との価格差、検疫条件、現地

における流通マージン、円高など課題も多く、長期的な視野に立ち、戦

略的に取り組むことが必要。 
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制度の創設など、国が品質・価値を担保する仕組みを確立する必要がある。 
 
【国内生産量と輸出量の比較】 

2万トン

85万トン

0 20 40 60 80 100

輸出量

国内生産量

（万トン）

りんごの国内生産量と輸出量の比較
（平成２１年）

資料：農林水産省「農林水産統計」、財務省「貿易統計」

1,312トン

847万トン

0 300 600 900

輸出量

国内生産量

（万トン）

米の国内生産量（主食用）と輸出量（精米）の比較

（平成２１年）

資料： 農林水産省「農林水産統計」、「平成２２年７月最近の米をめぐる関係資料」、

財務省「貿易統計」

輸出はわずか
すぐに増やせる

ものではない

①出先国での安価な他国産との競合
（チリ産のりんごが多い等）

②円高の影響
（とりわけ今年。高い障壁）

制度面 ①検疫条件
（残留農薬基準が異なることや植物防疫上の対応も課題）

りんご輸出の取り組み課題（全農より）

価格面

①円高の影響
（急激な円高により輸出下押し）

②相手国での流通コスト
（現地小売価格に対する流通コストの割合が大）

③輸出国との価格差
（中国、米国など）

制度面 ①検疫条件などの非関税障壁
（中国では、くん蒸工場の指定等。他国でも残留農薬検査等の厳しい条件）

文化面 ①現地の食習慣、食文化の相違
（米を主食のごはんとする食文化が限定的）

米輸出の取り組み課題（全農より）

価格面

 
資料：ＪＡ全中 

【成田空港におけるＪＡグループのアンテナショップ】  

    
資料：全農リポート 2010         

成田国際空港で日本の農産物をアピールするアンテナショップ。全国から届く農産物・加工品を取り扱う。 
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５．地域経済・社会の維持・活性化に向けた支援対策 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
（１）“ライフライン”の維持・確保に資する対策の充実・強化 
① 買い物弱者等に対する支援 
○ ＪＡで移動販売車を導入し組合員への「御用聞き」とあわせて活動してい

る事例のほか、経済産業省の平成 22 年度補正予算（買い物弱者対策支援事

業）により、流通事業者や地方自治体等の主体が連携して買い物弱者等の利

便性を高めるための取り組みが行われている。 

 

○ 交通事情については、一部地域を除き将来的にも引き続き厳しい状況が想

定されることから、府省間の枠を超えた買い物弱者に対する移動販売対応や

通院への送迎対応など、総合的な交通アクセス手段確保のための支援策が必

要である。 

 
② 安心できる“地域医療”の確保 
○ 地域医療の拠点である病院への支援対策を充実・強化することが必要。Ｊ

Ａ厚生連病院についても、公的医療機関として地域医療に不可欠な存在であ

ることから、必要な医師確保に向けた対策や診療報酬の引き上げ、補助金に

よる支援、利子補給などの金融支援、特別交付税措置の弾力的な運用など、

厚生連病院の経営安定に資するための対策を講じることが必要である。 
 
③ 生活環境基盤の整備促進 
○ 地域住民の快適な居住条件の確保のみならず、都市農村交流の促進を図る

ためにも、汚水処理施設の普及や情報通信基盤の整備促進が必要である。 

○ 組合員・地域住民に対する“ライフライン”を維持・確保するため、

府省間の枠を超えた総合的な支援策が必要。特に、次期（平成 24 年度）

介護保険報酬の改訂にあたっては農山村地域において継続的に介護サ

ービスが提供できる仕組みとすることが必要。 

○ 都市と農村の距離を縮め、交流の促進をはかる支援等を強化するこ

とが必要。 

○ 農業生産基盤を守り、都市住民の参画を促進する都市農業振興対策

を強化することが必要。 
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【生活する上で一番困っていること・不安なこと】 

 
資料：国土交通省「集落課題検討委員会中間とりまとめ」 

 
【官民連携による“ライフライン”の維持・確保対策の事例】 
都道府県名 事 業 内 容 

北海道 
商工会と連携、また、町の広報等の支援を受け、住宅補修等の取り次ぎ、

高齢者の見守りを含めた移動販売を行う事業（ＪＡが事業主体） 

愛媛県 
空き店舗を改装し、地域の自治会と連携して、ミニスーパー運営を行う

事業（ＪＡが事業主体） 

高知県 

地域のスーパーが山間地域に生活必需品を販売するために運営している

移動販売車の採算が悪化したが、行政（県）が車両購入費を補助するこ

とにより本事業を継続 

熊本県 

ＪＡの支店を販売拠点として、農産物直販部会員が生産した農畜産物を

移動販売車で巡回し、御用聞きや健康管理等のサポートを兼ねた宅配を

行う事業（ＪＡが事業主体） 

 

 
資料：経済産業省「平成 22年度買い物弱者対策支援事業（補正予算）」
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④ 平成 24 年度介護報酬改定対策 

○ 平成 24 年度からの介護報酬の改定では、「地域包括システムの構築」と「給

付と負担のバランス」の２つが課題となっている。 

 

○ 現在のＪＡ介護保険事業の年間収支は、21 年４月の介護報酬の増額改定

(＋３％)や「介護職員処遇改善交付金」および加算措置の影響もあり、改善

傾向にあるが、次期改定に際し、「24 時間対応の『定期巡回・随時対応サー

ビス』の創設」等が掲げられているが、農山村地域において継続的に介護サ

ービスが提供できるよう、介護報酬等を検討することが必要である。 

  

○ 具体的には、 

   ・ 農村地域における介護人材の確保の観点から、ヘルパー制度の維持 

   ・ 中山間地域等における小規模事業所について、事業の継続確保の観点

から、長距離移動や特別地域加算に配慮した介護報酬体系とすること 

   を基本に、引き続き検討していくことが必要である。 

 

（２）都市と農村の交流を促進する支援策の強化 

○ 農業者等の所得の向上や集落の維持・再生をはかるとともに、農村地域に

おける６次産業化の取り組みを促進する都市農村交流を促進する支援策を

強化していくことが必要である。 

 
（３）都市農業振興対策の強化 
○ 昨年３月に決定した「食料・農業・農村基本計画」では「都市農業の振興」

が新たに柱立てられるとともに、国土交通省で開催中の都市計画制度小委員

会においても、都市農地・農業について、「都市計画のあり方として大きな

意義を有すると考えられる」と言及されている。 
 
○ 「都市住民の参画も得た都市農業の取組」をすすめていくためにも、都市

農業・農地を積極的に位置付け、農業生産基盤を守り、市民農園・体験農園

の展開等に資するため、都市農業振興を目的とした新法の制定や、市街化区

域内では制約のある、貸借等農地の積極的な活用を可能にする仕組みなどを

構築するとともに、税制上の担保措置（相続税の「法定相続分課税方式」や

相続税納税猶予制度の基本的枠組みの堅持）が必要である。 
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【ＪＡグループにおける介護保険年間収支の概要(当期損益段階)】 

１．全体概要                       （単位：千円） 
区 分 取組 JA数 報告 JA数 事業活動収益 当期損益 

20年度年間 ３４４ ３０１ 23,127,786 ▲45,465 

21 年度年間 ３２７ ２９４ 24,844,793 417,820 

 注)「取組みＪＡ数」は、各年度の 4月 1日現在 
 

２．黒字ＪＡ比率推移                            (単位:％) 

区 分 訪問 通所 居宅 用具貸与 用具販売 訪問入浴 合計 

19 年度 57.2 62.8 19.8 26.0 40.2 50.0 49.5 

20 年度 54.9 62.7 23.7 28.2 36.1 42.9 49.5 

21 年度 59.8 67.8 35.5 29.6 32.4 42.9 55.8 

資料：ＪＡ全中 

 
【都市農地・農業の位置付けのあり方】 
＜これまでの検討事項の要約＞ 

○ 市街化区域の空間の再構成の中で、都市農地は、必然性のある（あって当たり前の）

安定的な非建築的土地利用として活かしていく。 

○ 生産緑地地区制度による的確な建築規制等の措置が土台となり、市街化区域の再定

義に併せた農業政策上の位置付けの見直しなど、農業政策との再結合を図る。 

○ 都市農業の特質に応じた農業が継続できる環境を整備するため、都市農業政策と連

携した、農地と宅地が混在するエリアの空間管理や市民参加型の仕組を目指していく。 

○ 税制上の取扱いの見直しについては、転用が自由にできる状態での他の宅地との公平

性の問題や、都市計画上及び農地制度上の規制水準との関係、農業生産機能の水準、農

地所有者の利用意向の兼ね合いなど、慎重に総合的な見地から検討される必要がある。 

○ 都市的土地利用と農業上の土地利用が併存するエリアにおける両者の調和を目指

すシステムとして、集落地域整備法制度の運用実績を検証しながら、より実効的な仕

組を検討する。 

＜当委員会として概ね認識の共有に至った考え方＞ 

○ 市街化区域概念の見直しと併せて農業政策と再結合し、都市農業を持続可能なもの

としていくため、都市住民の参画も得た都市農業の特性に応じた取組を進めること

は、都市計画のあり方として大きな意義を有すると考えられる。関係分野と連携して

更に議論を深め、具体化していくことが望まれる。その際、福祉や教育といった関連

する関わりにも十分配慮すべきである。 
 資料：国土交通省 第１１回都市計画制度小委員会（平成 23年２月17 日） 
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６．政策工程表の策定と必要な予算の確保 
 
 
 
 
 
 
 
（１）農業所得の増大目標の設定と政策行程表の策定 
○ 「農業で食べていける担い手」を育成するために、農業所得の増大目標を

設定するとともに、必要な政策の時期や手法、予算などを計画的に明示した

行程表を策定することが必要である。 

 
（２）必要な予算の確保 
○ 農業関係予算は２兆４千億円を下回るなど年々減少傾向にあるなかで、５

年後の農業および地域経済・社会の将来像を実現するために必要な予算を優

先的に確保することが必要である。 

 

○ また、食料安全保障の確立や多面的機能の発揮を国民全体で支える観点か

ら、農業関係予算にかかわらず新たな財源を確保することが必要である。 

 

○ 「農業で食べていける担い手」を育成するために、農業所得の増大目

標を設定するとともに、政策行程表を策定することが必要。 

○ ５年後の農業および地域経済・社会の将来像を実現するため、必要な

予算を優先確保するとともに、農業関係予算にかかわらず新たな財源を

確保することが必要。 
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【農業純生産（農業所得）の推移】 
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資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」 

 

【農林水産関係予算と一般歳出に占める農林水産関係予算の推移】 
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資料：農林水産省


